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杉並区議会情報公開条例の一部を改正する条例

杉並区議会情報公開条例（平成１２年杉並区条例第１号）の一部を次のように改

正する。

目次中「第１５条」を「第１４条の２」に改める。

第３章中第１５条の前に次の１条を加える。

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外）

第１４条の２ この条例の規定による処分（公開請求に係る不作為を含む。以下同

じ。）についての行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定に基づく審

査請求（以下「審査請求」という。）については、同法第９条第１項本文の規定

は、適用しない。

第１５条の見出しを「（審査請求があった場合の手続）」に改め、同条中「関し

て、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定に基づく不服申立て」を

「ついての審査請求」に、「不服申立てについて決定」を「審査請求について裁決

を」に改め、同条各号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

第１６条第１号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、「参加人」の次に

「（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。）」を加

え、同条第２号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条第３号中「不服申

立て」を「審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。

第１７条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「決定を」を

「裁決を」に改め、同条第１号中「不服申立て」を「審査請求」に、「する決定」

を「する裁決」に改め、同条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に、「の決

定」を「の裁決」に改める。

附 則

１ この条例は、平成２８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この条例による改正後の杉並区議会情報公開条例（以下「新区議会情報公開条

例」という。）の規定は、施行日以後にされた新区議会情報公開条例の規定によ

る処分（新区議会情報公開条例第１０条第１項に規定する公開請求に係る不作為

を含む。）についての行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定に基づ

く審査請求について適用し、施行日前にされたこの条例による改正前の杉並区議



会情報公開条例（以下「旧区議会情報公開条例」という。）の規定による処分

（旧区議会情報公開条例第１０条第１項に規定する公開請求に係る不作為を含

む。）についての行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定に基づく

不服申立てについては、なお従前の例による。

（提案理由）

行政不服審査法が改正されたことに伴い、情報公開請求に係る処分等について審

理員による審理手続に関する規定の適用を除外する等の必要がある。



杉並区議会情報公開条例の一部を改正する条例新旧対照表

新 条 例 旧 条 例

目次 目次

前文 前文

第１章及び第２章 略 第１章及び第２章 略

第３章 救済の手続（第１４条の２― 第３章 救済の手続（第１５条 ―

第１７条） 第１７条）

第４章 略 第４章 略

附則 附則

（審理員による審理手続に関する規定の

適用除外）

第１４条の２ この条例の規定による処

分（公開請求に係る不作為を含む。以

下同じ。）についての行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）の規定に

基づく審査請求（以下「審査請求」と

いう。）については、同法第９条第１

項本文の規定は、適用しない。

（審査請求があった場合の手続） （救済の手続）

第１５条 議長は、この条例の規定によ 第１５条 議長は、この条例の規定によ

る処分についての審査請求 る処分に関して、行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）の規定に基

があった場合は、次に づく不服申立てがあった場合は、次に

掲げる場合を除き、遅滞なく、杉並区 掲げる場合を除き、遅滞なく、杉並区

議会情報公開推進委員会の意見を聴い 議会情報公開推進委員会の意見を聴い

て、当該審査請求について裁決をしな て、当該不服申立てについて決定しな

ければならない。 ければならない。
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(１) 審査請求 が不適法であり、却 (１) 不服申立てが不適法であり、却

下する場合 下する場合

(２) 公開決定等（公開請求に係る情 (２) 公開決定等（公開請求に係る情

報の全部を公開する旨の決定を除 報の全部を公開する旨の決定を除

く。以下この号及び第１７条におい く。以下この号及び第１７条におい

て同じ。）を取り消し、又は変更 て同じ。）を取り消し、又は変更

し、当該審査請求 に係る情報の全 し、当該不服申立てに係る情報の全

部を公開することとする場合（ただ 部を公開することとする場合（ただ

し、当該公開決定等について第三者 し、当該公開決定等について第三者

から反対意見書が提出されている場 から反対意見書が提出されている場

合を除く。） 合を除く。）

（意見を聴いた旨の通知） （意見を聴いた旨の通知）

第１６条 前条の規定により意見を聴い 第１６条 前条の規定により意見を聴い

たときは、次に掲げるものに対し、そ たときは、次に掲げるものに対し、そ

の旨を通知しなければならない。 の旨を通知しなければならない。

(１) 審査請求人及び参加人（行政不 (１) 不服申立人及び参加人

服審査法第１３条第４項に規定する

参加人をいう。以下同じ。）

(２) 請求者（請求者が審査請求人又 (２) 請求者（請求者が不服申立人又

は参加人である場合を除く。） は参加人である場合を除く。）

(３) 当該審査請求 に係る公開決定 (３) 当該不服申立てに係る公開決定

等について反対意見書を提出した第 等について反対意見書を提出した第

三者（当該第三者が審査請求人又は 三者（当該第三者が不服申立人又は

参加人である場合を除く。） 参加人である場合を除く。）

（第三者からの審査請求 を棄却する場 （第三者からの不服申立てを棄却する場

合等における手続） 合等における手続）

第１７条 第１３条第２項の規定は、次 第１７条 第１３条第２項の規定は、次

の各号のいずれかに該当する裁決をす の各号のいずれかに該当する決定をす

る場合に準用する。 る場合に準用する。
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(１) 公開決定に対する第三者からの (１) 公開決定に対する第三者からの

審査請求 を却下し、又は棄却する 不服申立てを却下し、又は棄却する

裁決 決定

(２) 審査請求 に係る公開決定等を (２) 不服申立てに係る公開決定等を

変更し、当該公開決定等に係る情報 変更し、当該公開決定等に係る情報

を公開する旨の裁決（第三者である を公開する旨の決定（第三者である

参加人が当該情報の公開に反対の意 参加人が当該情報の公開に反対の意

思を表示している場合に限る。） 思を表示している場合に限る。）
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